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1．はじめに

（1）問題意識
　社会福祉学は「政策と実践の両方を含む／
政策と実践から構成される」という説明があ
る。これは学界や実践現場においても比較的
浸透しているオーソドックスなものといえ
る。ただし，「社会福祉学とは？」という根
源的な問いに係るものであることから，現時
点で「有力な見解」ではあるが，研究・教育・
実践の世界で合意された「唯一の見解」とま
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　とはいえ，先の説明を踏まえた場合，「政策」
とは典型的にはナショナルレベルの「社会福
祉政策」に関する内容を指し「社会福祉のマ
クロ」，「実践」は福祉課題・生活課題の解決・
緩和を志向する「社会福祉実践」を指し「社
会福祉のミクロ」という整理となる 1。
　また，社会福祉学は「実践の学（実践志向
の学）」2と称されることも多い。その場合，「実
践」とは個人・家族から集団，地域，社会全
体を対象として何らかの福祉課題・生活課題
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あるいは社会問題の解決・緩和を目指し行わ
れる社会的行為・活動であり，「社会福祉実
践」あるいは「ソーシャルワーク（実践）」
と呼ばれる。それは「ミクロ・メゾ・マクロ」
の各レベルで展開されるとされながら，日本
において従来から指摘されてきたことはソー
シャル・アクション等の「マクロレベルの実
践」の脆弱性とそれへの対応の必要性である

（横山ら2011，高良2013；2017）。同様の傾
向は「メゾレベルの実践」にもみられる。現
場のソーシャルワーカーは「個別支援」には
自信があるが，「地域支援」さらには「ソーシャ
ル・アクション等による社会変革・社会開発」
を実践するとなれば少なからず課題を抱えて
いる 3。
　なぜこのような状況になっているか。その
大きな要因の一つとして，研究・教育におけ
るマクロ実践の方法論及びミクロ・メゾ・マ
クロ実践の連動性に関する理論的・方法論的
未成熟さが指摘されている（石川2019）。
　このように，社会福祉学は「政策と実践」
を両輪としつつも，「実践志向」の学問とみ
なされてきた面があるが，実践についてメゾ・
マクロレベルで課題が少なからず存在してい
る。ミクロからマクロに至る各レベルでの実
践を考える際，それは方法論／実践理論のみ
ならず，社会福祉の理論（価値規範を含む）
や歴史，政策抜きには成り立たない。
　例えば，ソーシャル・アクションについて
その方法論／実践理論を学び，理解するだけ
では十分ではなく，その基礎として根本的に

「なぜソーシャル・アクションが必要なのか」
を理解することが不可欠なのである。そのよ
うに考えると，ソーシャルワーカー（の実践）
にとって社会福祉の理論・歴史・政策は重要
なはずである。
　ところが，実践現場からはソーシャルワー
クに係る理論であっても「理論は実践には役
に立たない」「実践は理論の通りにはいかな
い」という声が聞こえてくることがあるとす

れば，社会福祉の理論・歴史・政策となれば
「日々の実践現場の営みからはあまりに遠す
ぎる」と見なされることも容易に想像ができ
る。
　そのような現実があることを認めつつも，
戦後の社会福祉教育を牽引してきた福祉系学
校の団体であった社団法人日本社会福祉教育
学校連盟（当時）がかつて作成した「改訂版
社会福祉系モデル・コア・カリキュラム」4に
おいて，「社会福祉学を基礎としたソーシャ
ルワーク教育」が標榜されていたことを考え
ると，前述した筆者の認識がソーシャルワー
カー養成教育やソーシャルワーク実践にとっ
て無用な「机上の空論」「実践的内容ではな
い」と切り捨ててしまってよいとは到底思え
ない。

（2）研究目的と視点
　以上を踏まえ，本研究の目的はソーシャル
ワーカーにとっての「社会福祉の理論・歴史・
政策」の意義について考察することである。
それは結果としてソーシャルワーカー養成教
育における課題の一端をも浮き彫りにするこ
とにつながる可能性を持っているという意味
で，社会福祉学研究の今後に寄与しようとす
るものである。研究目的に沿って設定される
視点は次の2点である。
　第1にソーシャルワーカーの（実践につい
て）社会への説明責任を果たすための説明変
数として「社会福祉の理論・歴史・政策」を
位置づけることである。そうすることで，ソー
シャルワーカー（の実践）にとっての理論等
の意義・有用性を検討できると考える。
　なお，本来的に「社会福祉の理論・歴史・
政策」の3つは，「社会福祉理論研究／社会
福祉原論研究」「社会福祉（発達）史研究／
社会事業史研究」「社会福祉政策研究」とい
うように研究領域としてそれぞれ独立したも
のである。教育課程においても同様で，例え
ば「社会福祉原（理）論」「社会事業史／社
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会福祉（発達）史」「社会福祉政策（論）」と
いった名称で，大学等においては（指定科目
以外の位置づけも含め）専門教育科目として
開講されていることも多い。
　しかし，本研究においては社会福祉士国家
資格制度を手がかりとしているため，従来か
ら「原論／原理論」あるいは「原論に相当す
る科目」と称されてきた科目の内容に対応す
る一つの「知識群」として「社会福祉の理論・
歴史・政策」を扱う。
　第2に，第1の視点を踏まえた具体的な検
討対象として養成教育カリキュラムを含めた
社会福祉士国家資格制度を取り上げる。日本
における「専門職業としてのソーシャルワー
カー」は，今日では一般に「社会福祉士や精
神保健福祉士国家資格を有する者」がそれに
相当するという社会的認識が概ね共有されて
いるという判断の下，本研究では特に社会福
祉士に限定して論を進める 5。

2． ソーシャルワークの国際定義と社
会福祉士国家資格制度

（1）ソーシャルワークの国際定義
　本研究では日本における専門職業である

「ソーシャルワーカー」として「社会福祉士」
を位置づけているが，ここではまずこの2つ
が理論的ないし学術的観点からみてどのよう
な関係にあるかについて確認しておく。ま
ずは，ソーシャルワークの国際定義である。
2001年5月，IFSW及びIASSWにより採択
された旧定義（ソーシャルワークの定義）は
次の通りである。

　「ソーシャルワーク専門職は，人間の福利
（ウェルビーイング）の増進を目指して，社
会の変革を進め，人間関係における問題解決
を図り，人びとのエンパワメントと解放を促
していく。ソーシャルワークは，人間の行動
と社会システムに関する理論を利用して，人
びとがその環境と相互に影響し合う接点に介

入する。人権と社会正義の原理はソーシャル
ワークの拠り所とする基盤である。」（社会福
祉専門職団体協議会2016）

　一方，2014年にIFSWおよびIASSWのメ
ルボルン総会で採択された新定義「ソーシャ
ルワーク専門職のグローバル定義」は以下の
内容となっている。

　「ソーシャルワークは，社会変革と社会開
発，社会的結束，および人々のエンパワメン
トと解放を促進する，実践に基づいた専門職
であり学問である。社会正義，人権，集団的
責任，および多様性尊重の諸原理は，ソー
シャルワークの中核をなす。ソーシャルワー
クの理論，社会科学，人文学および地域・民
族固有の知を基盤として，ソーシャルワーク
は，生活課題に取り組みウェルビーイングを
高めるよう，人々やさまざまな構造に働きか
ける。この定義は，各国および世界の各地域
で展開してもよい。」（社会福祉専門職団体協
議会2016）

　社会福祉専門職団体協議会国際委員会ら
（2016）によれば，2014年の新定義の特徴は
「多様性の尊重」「西洋中心主義・近代主義へ
の批判」「マクロな社会変革の強調」であり，
旧定義にはなかった「集団的責任」「地域・
民族固有の知」「社会開発」「社会的結束」等
が新たな概念として追加された。
　「多様性の尊重」は「社会正義」や「人権」
と並ぶ基本的原理として位置付けられたが，
新定義自体がその多様性，つまり「グローバ
ル（世界）／リージョナル（地域）／ナショ
ナル（国）」の重層定義による展開を認める
内容となっている 6。
　「西洋中心主義・近代主義への批判」は，
基本原理としての「多様性の尊重」に基づく

「地域民族固有の知」の重要性を明示した点
から読み取ることができる。
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　「マクロな社会変革の強調」は抑圧や不正
義の構造に挑戦し変革するソーシャルワーク
を打ち出す姿勢の象徴的表現といえる。
　そして，ソーシャルワークの焦点は「多様
性と普遍性」「集団と個人」「マクロとミクロ」

「社会変革と社会の維持」といった関係を考
え実践することとされている。
　その他の点として旧定義における「人と
環境」といった文言が新定義では消えたが，

「ウェルビーイング」「エンパワメントと解放」
という表現は残された。また，ソーシャルワー
クが諸科学・諸理論に基づくという内容も新
定義においてみられ，旧定義と同様である一
方，新定義はソーシャルワークを「実践に基
づいた専門職であり学問」と明記したことは
大きな変化といえる。新定義からはソーシャ
ルワークの「4つの役割・4つの原理」がみ
てとれ，それは「社会変革」「社会開発」「社
会的結束」「人々のエンパワメントと解放」
の促進，そして「社会正義」「人権」「集団的
責任」「多様性尊重」である。単純な理解に
基づけば，専門職業としてのソーシャルワー
カーは以上の内容を遂行する者ということに
なる。

（2）社会福祉士国家資格制度
　1987（昭和62）年「社会福祉士及び介護
福祉士法」（以下，「社会福祉士法」）が成立，
翌年施行され，同法を根拠とする「ソーシャ
ルワーカーのための国家資格」として社会福
祉士が創設された。その主な背景の1つに，
欧米諸国との比較において「福祉専門職の養
成が遅れているという認識」7が社会福祉業界
及び政策立案者の間にあったことがあげられ
る。当時の日本では，1970年代には経済水
準並びに社会保障水準について「欧米諸国へ
追いついた」という認識が政府にあった 8一
方，社会福祉領域における「専門人材の養成」
においては欧米諸国からの「遅れ」がみられ
ることから，その「キャッチアップの必要性」

が認識された結果，社会福祉士国家資格制度
の創設が図られたといえる。
　社会福祉士法第2条における「社会福祉士」
の定義は次の通りである。

　「この法律において「社会福祉士」とは，
第二十八条の登録を受け，社会福祉士の名称
を用いて，専門的知識及び技術をもつて，身
体上若しくは精神上の障害があること又は環
境上の理由により日常生活を営むのに支障が
ある者の福祉に関する相談に応じ，助言，指
導，福祉サービスを提供する者又は医師その
他の保健医療サービスを提供する者その他の
関係者（第四十七条において「福祉サービス
関係者等」という。）との連絡及び調整その
他の援助を行うこと（第七条及び第四十七条
の二において「相談援助」という。）を業と
する者をいう。」

　上記に加え法的な社会福祉士の義務には，
誠実義務（第44条2），信用失墜行為の禁止

（第45条），秘密保持義務（第46条），連携（第
47条），資質向上の責務（第47条2），名称
の使用制限（第48条）がある。
　2009（平成21）年度から施行されている
現行の社会福祉士養成教育カリキュラムで
は，「社会福祉士に求められる役割」として，
①福祉課題を抱えた者からの相談に応じ，必
要に応じてサービス利用を支援するなど，そ
の解決を自ら支援する。②利用者がその有す
る能力に応じて，尊厳を持った自立生活を営
むことができるよう，関係する様々な専門職
や事業者，ボランティア等との連携を図り，
自ら解決することのできない課題については
当該担当者への橋渡しを行い，総合的かつ包
括的に援助していく。③地域の福祉課題の把
握や社会資源の調整・開発，ネットワークの
形成を図るなど，地域福祉の増進に働きかけ
る，の3つが示されている 9。
　第2条における社会福祉士の定義規定，
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2014年グローバル新定義，そして現行の社
会福祉士養成教育カリキュラムにおいて求め
られている役割からみた場合，社会福祉士を
ソーシャルワーカーと全く同様であるとみな
すことは困難である。社会変革・社会開発と
その方法としてのソーシャル・アクション等
の関する内容は，根拠法の条文や厚生労働省
による教育目標からは読み取ることができな
いことから，現状ではおそらく「社会福祉士
はソーシャルワーカーと一部重なりがみられ
る」との判断が妥当なところである。加えて，
実践レベルでの現状は「1．はじめに」の通
りである。
　「ソーシャルワーカー」と「社会福祉士」
の関係を巡っては，「社会福祉士（養成教育）
＝ソーシャルワーカー（養成教育）か？」と
いう問いが，社会福祉士国家資格制度の創設
以来，度々取り上げられ議論されてきた。そ
れは「社会福祉教育＝社会福祉士養成教育＝
ソーシャルワーカー養成教育か？」という問
いの一部を構成するものであったためとも思
われる。
　そのような経過があった一方で，国家資格
の創設から30年が経過する過程で「ソーシャ
ルワーカー（社会福祉士）」あるいは「社会
福祉士（ソーシャルワーカー）」という用法
も学術書や学術論文，各種テキストやマニュ
アル等において多用されてきたという事実も
ある。それは関係者間でさまざまな見解の違
いがありつつも，先のような用法が「一般的
である」という認識が学界や実践現場に一定
程度浸透してきた（受け入れられてきた）現
状を示しているといえよう。
　最近では，政府文書において「ソーシャル
ワーク専門職である社会福祉士」10という表
現もみられるが，本研究では前述の通説とさ
れている用法に倣い，日本における専門職業
である「ソーシャルワーカー（及びそのため
の国家資格）」として「社会福祉士」という
用語を位置づける。

3． 今日における福祉政策のキーコンセ
プトとしての「地域共生社会の実現」

　今日の福祉政策・福祉改革のキーコンセプ
トは「地域共生社会の実現」である。「我が事・
丸ごと」という言葉は「地域共生社会」とセッ
トで用いられており，その要諦は「包括的な
相談支援体制」と「住民主体の課題解決体制」
の構築にある。まずは政府文書における言及
内容について概観しておこう。「経済財政運
営と改革の基本方針2016〜600兆円経済へ
の道筋」（骨太方針2016：平成28年6月2日
閣議決定）の「第2章　成長と分配の好循環
の実現　（6）障害者等の活躍支援，地域共
生社会の実現」には次のような記述がある。

　「…略…全ての人々が地域，暮らし，生き
がいを共に創り高め合う地域共生社会を実現
する。このため，支え手側と受け手側に分か
れるのではなく，あらゆる住民が役割を持ち，
支え合いながら，自分らしく活躍できる地域
コミュニティを育成し，福祉などの公的サー
ビスと協働して助け合いながら暮らすことの
できる仕組みを構築する。」

　「骨太方針2016」と同日に閣議決定された
「ニッポン一億総活躍プラン」においても「地
域共生社会の実現」に関する記述がある。「4．
介護離職ゼロに向けた取組の方向　（4）地
域共生社会の実現」には以下のように書かれ
ている。

　「子供・高齢者・障害者など全ての人々が
地域，暮らし，生きがいを共に創り，高め合
うことができる「地域共生社会」を実現する。
このため，支え手側と受け手側に分かれるの
ではなく，地域のあらゆる住民が役割を持ち，
支え合いながら，自分らしく活躍できる地域
コミュニティを育成し，福祉などの公的サー
ビスと協働して助け合いながら暮らすことの
できる仕組みを構築する。また，寄附文化を
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醸成し，NPOとの連携や民間資金の活用を
図る。」

　厚生労働省「我が事・丸ごと」地域共生社
会実現本部 11によれば「地域共生社会」とは，

「制度・分野ごとの『縦割り』や「支え手」「受
け手」という関係を超えて，地域住民や地域
の多様な主体が参画し，人と人，人と資源が
世代や分野を超えつながることで，住民一人
ひとりの暮らしと生きがい，地域をともに
創っていく社会」を目指すものである。それ
が必要とされる背景として，①高齢化や人口
減少による地域・家庭・職場という人々の生
活領域における支え合いの基盤の弱まり，②
地域社会の存続に向けて社会保障や産業など
の領域を超えてつながり，地域社会全体を支
えていく重要性，③複合的な支援を必要とす
る人々の存在や対応が困難なケースへの対応
必要性が指摘されている。改革の骨格は，①
地域課題の解決力の強化 12，②地域丸ごとの
つながりの強化，③地域を基盤とする包括的
支援の強化 13，④専門人材の機能強化・最大
活用 14の4点である。
　さて，「地域共生社会（の実現）」という用
語をめぐっては，第1に「ポスト地域包括ケ
ア」の政策理念として登場したものであるこ
と，第2に政策理念であることから今後の国
の政策展開に影響される不安定なものである
ことの2点を押さえておく必要がある。
　今から10年ほど前に「地域包括ケア」が
政策理念として登場し，研究・教育・実践の
各フィールドにおいて一定の定着がなされた
という評価は可能である。ただし，それは主
に高齢者への支援に向けたネットワークシス
テムや多職種連携等に関して用いられてき
たという経緯がある。「地域共生社会（の実
現）」は「地域包括ケアの深化」15という位置
づけで政策的には従来からの連続性がみられ
るが，換言すれば「地域包括ケアの高齢者以
外の対象への拡充」を意図して打ち出された

政策理念といえる。
　さらに，少子高齢化や人口減少などを背景
として今後の社会保障政策全体の方向性如何
によって「地域共生社会（の実現）」がいつ
まで社会福祉の研究・教育・実践に影響を与
える政策理念であり続けるかは全く不透明で
ある。
　しかしながら，無意識的かつ無批判的にそ
れを前提として受け入れ，研究・教育・実践
が粛々と行われていくことがあるとすれば，
それに違和感と危機感を覚えるのは筆者だけ
ではないはずである。近視眼的に「政策適合
的な振る舞い」に終始することなく，批判的
視点を保持することはソーシャルワーカーや
その養成教育及びその基盤となる学術研究に
とってなくてはならない姿勢といえる。
　とはいえ，この政策理念を全く無視し，そ
れと無縁のまま今日の研究・教育・実践を展
開することは現実的には不可能であり，ソー
シャルワーカーとして社会福祉士を養成しよ
うとする場合も例外ではない。事実，「地域
共生社会の実現」という政策理念は後述する
令和元年度における社会福祉士養成課程の見
直しにおいて，その基本的枠組みを決定する
ほどに大きな影響を与えている。

4． 令和元年度社会福祉士養成課程にお
ける教育内容等の見直しの根拠と要点

（1）福祉人材確保専門委員会報告書の概要
　令和元年度社会福祉士養成課程における教
育内容等の見直しは，社会福祉士法の改正に
基づいていた2007（平成19）年改正とは異
なり，社会保障審議会福祉部会福祉人材確保
専門委員会報告書「ソーシャルワーク専門職
である社会福祉士に求められる役割等につい
て」（平成30年3月27日）が根拠となってい
る。2007（平成19）年の社会福祉士法改正
では，附則第9条2で「政府は，この法律の
施行後五年を目途として，新法の施行の状況
等を勘案し，この法律による改正後の社会福
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祉士及び介護福祉士の資格制度について検討
を加え，必要があると認めるときは，その結
果に基づいて所要の措置を講ずるものとす
る。」と明記されていた。
　ところが，実際には前回改正から約10年
が経過した2016（平成28）年の第8回福祉
人材確保専門委員会から社会福祉士養成課程
の見直しに向けた議論が開始され，そこから
計5回の議論を経て先の報告書がまとめられ
た。同報告書の前提は「地域共生社会の実現」
であることは言うまでもない。以下，長くな
るが重要と思われるため「社会福祉士の果た
すべき役割」に関係する部分について同報告
書の内容をみていく。

【総論】
○はじめに
　「社会福祉士には，ソーシャルワークの専
門職として，地域共生社会の実現に向け，多
様化・複雑化する地域の課題に対応するため，
他の専門職や地域住民との協働，福祉分野を
はじめとする各施設・機関等との連携といっ
た役割を担っていくことが期待されている。」

（1頁）

　社会福祉士は「ソーシャルワークの専門職」
として「地域共生社会の実現」に向けた役割
を担うことが期待されていることがわかる。

○ 2社会福祉士を取り巻く状況の変化につい
て

　「…略…既存の制度では対応が難しい様々
な課題が顕在化しつつある。例えば，制度が
対象としていない生活課題への対応や複合的
な課題を抱える世帯への対応，外部からは見
えづらい個人や世帯が内在的に抱えている課
題への対応など，ニーズの多様化・複雑化に
伴って対応が困難となるケースや，社会保障
分野だけでなく，教育分野や司法分野などの
多様な分野においても対応が必要な課題が顕

在化してきている。」（3頁）

　「このような状況を踏まえると，ソーシャ
ルワークの専門職である社会福祉士には，地
域住民等とも協働しつつ，多職種と連携しな
がら，課題を抱えた個人や世帯への包括的な
支援のみならず，顕在化していない課題への
対応といった役割も担っていくことが求めら
れる。」（4頁）

　いわゆる「制度の狭間」と呼ばれている課
題や複合的課題への対応を社会福祉以外の分
野や地域住民，多職種等と連携・協働しなが
ら行う必要性が指摘されている。

○3社会福祉士が担う今後の主な役割
　「…略…地域を共に創っていく「地域共生
社会」の実現に向けて，①複合化・複雑化し
た課題を受け止める多機関の協働による包括
的な相談支援体制や②地域住民等が主体的に
地域課題を把握して解決を試みる体制の構築
を進めていくことが求められており，それら
の体制の構築を推進していくに当たっては，
社会福祉士がソーシャルワークの機能を発揮
することが期待されている。」（4頁）

○4対応の方向性
　「地域共生社会の実現に向けて求められる，
複合化・複雑化した課題を受け止める多機関
の協働による包括的な相談支援体制や地域住
民等が主体的に地域課題を把握して解決を試
みる体制の構築に必要なソーシャルワークの
機能を社会福祉士が担うために必要な実践能
力を明らかにし，その能力を身につけること
ができるよう，社会福祉士の養成カリキュラ
ム等の見直しを検討すべきである。」（5－6
頁）

　「地域共生社会の実現」のために「複合化・
複雑化した課題を受け止める多機関の協働に
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よる包括的な相談支援体制」や「地域住民等
が主体的に地域課題を把握して解決を試みる
体制」を構築するにあたり，社会福祉士がそ
れに資するソーシャルワーク機能 16を発揮す
ることが求められている。そして，その習得
に必要な教育内容になるよう養成教育カリ
キュラムを見直すよう促している。

【各論】
○1社会福祉士の養成について
　「社会福祉士の実践能力を高めていくため
には，カリキュラムの見直しの中で，実践能
力を養うための機会である実習や演習を充実
させるとともに，教員が新カリキュラムを展
開していくための研修や教員・実習指導者の
要件等について検討する必要がある。」（7頁）

（1）養成カリキュラムの充実
　「社会福祉士が，個人及びその世帯が抱え
る課題への支援を中心として，分野横断的・
業種横断的な関係者との関係形成や協働体制
を構築し，それぞれの強みを発見して活用し
ていくため，コーディネーションや連携，ファ
シリテーション，プレゼンテーション，ネゴ
シエーション（交渉），社会資源開発・社会
開発などを行うとともに，地域の中で中核的
な役割を担える能力を習得できる内容とすべ
きである。」（8-9頁）

　「自殺防止対策，成年後見制度の利用支援，
虐待防止対策，矯正施設退所者の地域定着支
援，依存症対策，社会的孤立や排除への対応，
災害時の支援，多文化共生などの場面におい
ても，社会福祉士に期待がされており，ソー
シャルワークの基本を習得することを土台と
して幅広い福祉ニーズに対応できるようにす
るための実践能力を習得できる内容とすべき
である。」（9頁）

　同報告書8-9頁に記載されている2つが

「ソーシャルワーク専門職である社会福祉士
を養成するための教育目標」として示された
内容である。これが「地域共生社会の実現」
に向けて社会福祉士が身につけなければなら
ないとされる実践能力である。そのために，

「講義-演習-実習」の学修循環を作り，講義
でもアクティブラーニングの導入を進め，演
習及び実習を充実させ，実習と社会福祉法人
の地域における公益的取組 17の連動等の必要
性が指摘された。ただし，養成課程全体の時
間数は1200時間のまま据え置くこととされ
たことから，教育時間の総枠を維持したまま，
同報告書を踏まえ必要な内容を充実させるこ
とが養成教育カリキュラムの見直し作業にお
いて求められることとなった。

（2） 令和元年度社会福祉士養成課程におけ
る教育内容等の見直しの要点

　今日，社会福祉士が国家資格として創設さ
れてから30年以上が経過し，これまでに国
家試験は32回実施された。公益財団法人社
会福祉振興・試験センターによれば，受験者
は過去10年以上にわたり4万人を超え，合
格率は概ね25〜30％で推移し，登録者数は
2020（令和2）年1月現在で238,855人である。
　しかし，受験者数は第21回（2008年度）
をピークにその後は微減・微増を繰り返して
おり，同じ傾向は養成校団体である一般社団
法人日本ソーシャルワーク教育学校連盟（ソ
教連）の会員校数の動向にもみられる 18。そ
の要因は少子化の進行といった構造的変化の
みならず，労働環境・待遇が必ずしも十分な
社会的評価を得ているとは言い難い水準であ
ることを受け，ネガティブな世論が形成され
ている現状から福祉系大学・短大・専門学校
等の志願者・入学者の減少といった「福祉離
れ」にあることは想像に難くない。
　一方で国民・市民の福祉ニーズは多様化，
複合化，複雑化，高度化しているといった現
状認識は政府や学界，実践現場における言説
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に度々登場する。そして社会問題としての生
活問題や福祉問題の深刻化や「社会的対応を
要すると思われる新たな事象」19が認識され
つつある状況を踏まえ，社会福祉士（及び精
神保健福祉士）は「ソーシャルワーカー」と
してその解決や緩和に寄与できる「ソーシャ
ルワーク機能」を発揮する専門職として役割
を果たすことが期待されるという。これは先
の福祉人材確保専門委員会報告書にもある。
　以下では，厚生労働省社会・援護局福祉基
盤課福祉人材確保対策室による「令和元年度
社会福祉士養成課程における教育内容等の見
直しについて」（令和元年6月28日）20をもと
に，今回の見直しの要点を整理する。まず「見
直しの方向性」は「報告書」及び2007（平
成19）年度カリキュラム改正以降の社会状
況の変化や法制度の創設等を踏まえ，「ソー
シャルワーク機能を発揮できる実践能力の習
得が図られるよう」にするというものであ
る。今回の見直しを踏まえた新たなカリキュ
ラムは2021（令和3）年度から開始予定であ
る 21。なお，以下は2020（令和2）年2月時
点の内容である。

○養成教育カリキュラムの科目数と科目名
　現行22科目から23科目へ1科目増加し，
多くの指定科目名が変更された。

○養成カリキュラムの内容の充実
　地域共生社会に関する科目として「地域福
祉と包括的支援体制」（60時間）を創設した。
これにより，地域共生社会の実現に向けて求
められる社会福祉士が担うべき役割を理解
し，多機関の協働による包括的な相談支援体
制の仕組み等の知識を習得する。
　また，ソーシャルワーク機能を学ぶ科目を
再構築し，科目名は現行の「相談援助」がす
べて「ソーシャルワーク」という表現に変更
されたことに加え，ソーシャルワーク専門職
である社会福祉士と精神保健福祉士が共通し

て学ぶべき内容を共通科目とした（ソーシャ
ルワークの基盤と専門職：30時間，ソーシャ
ルワークの理論と方法：60時間，ソーシャ
ルワーク演習：30時間の計120時間）。
　更生保護制度は「刑事司法と福祉」となり
時間は30時間へ増加した。さらに，大学等
において「医学」「心理学」「社会学」に係る
指定科目は1科目の履修ではなくすべて必修
化された。

○実習及び演習の充実
　社会福祉士と精神保健福祉士の共通科目と
して「ソーシャルワーク演習」（30時間）を
設けた（再掲）。ソーシャルワーク機能の実
践能力を養う実習時間数の拡充として現行の

「相談援助実習」（180時間）を「ソーシャル
ワーク実習」（240時間）とし，施設や事業
所等の現場において実践能力を養う実習科目
として，地域における多様な福祉ニーズや多
職種・多機関協働，社会資源の開発等の実態
を学ぶこと，2つ以上の機能の異なる実習施
設で実習を行うことが義務化される見込みで
ある（240時間のうち180時間以上は1つの
実習施設で行う）。
　実習時間の免除として介護福祉士・精神保
健福祉士の資格を有する者（履修中の者を含
む）が社会福祉士の養成課程において実習を
行う場合，社会福祉士資格を取得することを
希望する者の負担の軽減を図るため，60時
間を上限に実習を免除することが提案されて
いる。

○実習施設の範囲の見直し
　実習を行う施設について，社会福祉士国家
試験の受験資格に係る実務経験として認めら
れる施設等の範囲と同等にするとともに，社
会福祉法人が独自に実施する事業等の場にお
いても実習を行うことで地域における多様な
福祉ニーズを学べるよう実習施設の範囲を拡
充した（都道府県社会福祉協議会，教育機関，
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地域生活定着支援センターなど）。

○共通科目の拡充
　ソーシャルワークの専門職である社会福祉
士と精神保健福祉士の養成課程において，相
互に資格を取得することを希望する者の負担
の軽減を図るため，それぞれの専門性に留意
しつつ共通となる科目数・時間数を拡充した

（現行11科目420時間→13科目510時間へ：
5科目を共通科目として新設）22。

5． ソーシャルワーカーにとっての「社
会福祉の理論・歴史・政策」

（1） 社会福祉士国家資格制度における目標・
ねらいの変遷と特徴

　社会福祉士養成教育カリキュラムは，旧カ
リキュラム（2008年度以前），現行カリキュ
ラム（2009年度以降〜現在），新カリキュラ
ム案（令和3年度以降予定）と大きく3つの
時期に区分できる。ここではまずそれぞれの
時期における「社会福祉の理論・歴史・政策」
に関する事項を教授する科目とされてきた社
会福祉士国家試験指定科目の目標・ねらいに
ついて，その特徴と変遷内容を確認する。厚
生労働省指定科目名は旧カリキュラムが「社
会福祉原論」，現行カリキュラムは「現代社
会と福祉」，新カリキュラム案では「社会福
祉の原理と政策」である。なお現行カリキュ
ラムでは，通知において「社会福祉」「福祉
政策」「社会福祉政策」「社会福祉（学）原論」

「社会福祉（学）総論」「社会福祉（学）概説」
等も可とされている 23。
　なお，以下は実際に各出版社から発行され
ているテキストの内容を考慮していない。

　最初に旧カリキュラムにおける「社会福祉
原論」の目標である 24。太字は筆者によるも
のである（以下同じ）。

1 ．現代社会における社会福祉の理念と意義

について事例や演習形式等を活用し理解さ
せる。

2 ．社会福祉の対象と援助の形態及び方法に
ついて理解させる。

3 ．社会福祉サービス体系と利用者保護制度
の仕組みの概要について理解させる。

4 ．社会福祉の専門性と倫理について理解さ
せる。

5 ．社会福祉士及び介護福祉士法の意義と内
容について理解させる。

6 ．社会福祉の法体系，実施体制及び財政全
体の概要について理解させる。

7 ．社会福祉をめぐる我が国及び諸外国の動
向について理解させる。

　旧カリキュラムの目標では，社会福祉の「理
念」，「対象」，「方法」，「サービス体系」，「専
門性」，「法制度」，「実施体制」，「財政」等を
教授することとなっていた 25。この内容だけ
をみれば「社会福祉概論」と呼んでも概ね差
し支えない。
　しかし，主語は「社会福祉」でありその点
は社会福祉士国家資格制度の創設以前から社
会福祉教育で行われてきた「社会福祉原論」
の色合いを残しつつある程度反映していたも
のと推測できる。そのため社会福祉の理論・
歴史・政策を扱う科目として位置づけられて
いたと判断できる。

　次に現行カリキュラムにおける「現代社会
と福祉」のねらいである 26。

1 ．現代社会における福祉制度の意義や理念，
福祉政策との関係について理解する。

2 ．福祉の原理をめぐる理論と哲学について
理解する。

3 ．福祉政策におけるニーズと資源について
理解する。

4 ．福祉政策の課題について理解する。
5 ．福祉政策の構成要素（福祉政策における
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政府，市場，家族，個人の役割を含む。）に
ついて理解する。

6 ．福祉政策と関連政策（教育政策，住宅政策，
労働政策を含む。）の関係について理解す
る。

7 ．相談援助活動と福祉政策との関係につい
て理解する。

　社団法人日本社会福祉士養成校協会（当時）
による2014（平成26）年の調査研究事業の
報告書 27によれば，現行カリキュラムにおけ
る「現代社会と福祉」の科目名称について
回答総数252の内訳は，「指定科目名のまま」
25.8％（65票），「読替」61.9％（156票），「無
回答」12.3％（31票）であった。これは旧カ
リキュラム時の科目名のままにしていること
に加え，以前は「社会福祉原論」という科目
名であったこととの関係で「現代社会と福祉」
という科目名への違和感が養成校間で一定程
度存在している可能性も示していると考えら
れる。
　次に「必修か選択か」については回答総数

（開講科目数）330のうち，「必修」59.1％（195
票），「選択」31.8％（105票），「無回答」9.1％（30
票）で指定科目の中で「必修」としている割
合が最も高かった。養成教育カリキュラムも
含む福祉系学校の教育課程における基盤科目
として位置づけられ重要視されていることが
うかがわれる。
　続けて「配当学年」は回答総数（開講科目
数）330のうち「1年」61.2％（202票），「2年」
18.5％（61票），「3年」8.5％（28票），「4年」
2.1％（7票），「無回答」9.7％（32票）であった。
このことから「ソーシャルワーカー養成／社
会福祉教育の基礎科目あるいは導入科目」と
して位置づけられていることがわかる。
　最後に「教育に含むべき項目で重要と思う
内容」についてそれぞれにつき回答総数251
のうち，「とても重要だ」と回答した割合は

「福祉の原理をめぐる理論と哲学」55.0％（138

票），「現代社会における福祉制度と福祉政
策」54.6％（137票），「福祉制度の発達過程」
50.2％（126票）が上位の3つであった。内
容としては社会福祉の理論・歴史・政策に相
当すると認識されている項目について重要と
捉えている傾向がわかる。
　上記のような結果が出てはいるが，現行カ
リキュラムでは科目名から「論」が消え，ね
らいから「社会福祉」という用語が消え「福
祉制度」や「福祉政策」あるいは「福祉」が
主語となった 28。それだけでも旧カリキュラ
ムの「社会福祉原論」との違いは明確である。
ねらいからみると，この科目は「福祉の原理
をめぐる理論と哲学」という内容を含んでは
いるものの全体の構成は「福祉政策論」といっ
てもよい。この科目は「社会福祉原論の後継
科目」という位置づけであったが（現在もそ
のように評されることも少なくないが），ね
らいの内容からはいわゆる「原論／原理論」
と呼べる内容とは異なるといえるだろう。

　最後に新カリキュラム案における「社会福
祉の原理と政策」のねらいである 29。

1 ．社会福祉の原理をめぐる思想・哲学と理
論を理解する。

2 ．社会福祉の歴史的展開の過程と社会福祉
の理論を踏まえ，欧米との比較によって日
本の社会福祉の特性を理解する。

3 ．社会問題と社会構造の関係の視点から，
現代の社会問題について理解する。

4 ．福祉政策を捉える基本的な視点として，
概念や理念を理解するとともに，人々の生
活上のニーズと福祉政策の過程を結びつけ
て理解する。

5 ．福祉政策の動向と課題を踏まえた上で，
関連施策や包括的支援について理解する。

6 ．福祉サービスの供給と利用の過程につい
て理解する。

7 ．福祉政策の国際比較の視点から，日本の
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福祉政策の特性について理解する。

　新カリキュラム案のねらいでは社会福祉の
「原理を巡る思想・哲学と理論」，「歴史」に
加え，「社会問題」，福祉政策の「概念」，「理
念」，「動向」，「課題」，「国際比較」そして「福
祉サービスの供給と利用過程」や「包括的支
援」といった内容が含まれており，社会福祉
の理論・歴史・政策を概ねカバーするものと
いえる。一概には言えないが旧カリキュラム
の「社会福祉原論」へ多少戻ったような印象
もある。
　また，科目名が「社会福祉の原理と政策」
となり社会福祉の理論等を教授する科目とい
う位置づけについては現行カリキュラムの

「現代社会と福祉」よりも明確になったと考
えられる。加えて「包括的支援」は「地域共
生社会の実現」を意識して新たに加えられた
と推測できる。
　以上の内容を踏まえると，旧カリキュラム
の頃から「マクロレベルの実践」の弱さはみ
られてきた可能性は十分にあるが「社会福祉
学を基礎としたソーシャルワーク教育」とい
う観点からすると，現行カリキュラムにおけ
る「現代社会と福祉」は「ソーシャルワーク（専
門職養成）教育の基盤となる内容」，つまり
社会福祉の理論・歴史・政策といった内容を
教授する科目としては十分に機能していたと
はいえないと判断するのが妥当と思われる。
　結果として，現行カリキュラムでは「マク
ロレベルの実践」に必要な社会福祉の基盤的
思考＝価値規範等を含む理論・歴史・政策（批
判）といった知識群をしっかりと扱えていな
かった可能性がある。「ねらい」だけについ
ていえば新カリキュラム案の「社会福祉の原
理と政策」の方が一定程度の期待がもてる。

（2） ソーシャルワーカーの説明変数として
の「社会福祉の理論・歴史・政策」

　前述した旧日本社会福祉教育学校連盟によ

る「改訂版社会福祉系モデル・コア・カリ
キュラム」において典型的にみられるよう
に，日本のソーシャルワーク（専門職養成）
教育の基礎は伝統的に社会福祉学とされてき
た 30。社会福祉士国家資格制度の創設以前か
ら，ソーシャルワーカーの養成は「社会福祉
学科」「社会福祉学部」において行われてきた。
そのように考えれば，ソーシャルワーカー養
成教育においても社会福祉の理論・歴史・政
策は「基盤」として位置付けられてきたはず
でありソーシャルワーカーの実践にとっても
同様であったはずである。
　しかしながら，社会福祉の理論・歴史・政
策の重要性を理解していても「実感がない／
リアリティがない」というのが今日のソー
シャルワーカーの本音かもしれない（同じこ
とはグローバル定義についてもいえる可能性
がある）。今日，実践のみならず研究や教育
の各フィールドで社会福祉の理論・歴史・政
策への意識や重要性の認識が薄れてしまい，
それがソーシャルワーカーのあり方，より現
実に即していえば社会福祉士のあり方をネガ
ティブな意味で浮き彫りにしているとすれ
ば，あらためて社会福祉の理論・歴史・政策
群のソーシャルワーカー（の実践）にとって
の意義を検討しなければならない。
　ここではソーシャルワーカー（の実践）の
あり方（＝社会への説明責任）への説明変数
として社会福祉の理論・歴史・政策を位置づ
け，その有用性について試行的に考えてみた
い。
　「理論」は福祉課題／生活問題あるいは社
会問題の解明を一大焦点とする。これはソー
シャルワークの対象論の説明，ソーシャル
ワークの主体論へとつながる。また，これら
の問題への目標，規準（正義論），福祉国家
論等を含み得る。「歴史」は福祉問題／生活
問題ないし社会問題の実態の歴史，問題定義
の歴史，制度的・国家的対応の歴史を明らか
にすると同時に，ソーシャルワーク実践の
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「場」の創設・変動の過程も明らかにする。「政
策」は国家構造（三権分立，政治・行政，専
門職，市民運動等の多元的セクター間の力学
に基づく政策決定の中で，ソーシャルワーク
実践の場や枠組みの前提を設計していること
になる（国家資格化，ソーシャルワーカーの
政策的役割規定，行政任用や職域拡大等）。
　以上の試論の中核は「社会問題」あるいは

「社会問題としての福祉問題／生活問題」論
と考えられる。すると，「社会への説明責任」
の一つの回答として今日においては「地域共
生社会の実現」に必要な2つの体制構築に求
められるソーシャルワーク機能として「いわ
ゆる24機能」が位置づけられることになる。
　さて，上記の試論を提示するにあたり，伝
統的に用いられてきた「社会福祉原論」とい
う表現を用いず，「社会福祉の理論・歴史・
政策」を一つの群として用いている理由は「社
会福祉原論」ひいては社会福祉学をめぐる議
論と関係している。
　社会福祉原論の課題について岩田（2012：
99）は，①社会福祉と呼ばれるfield全体の
社会のなかでの位置の説明（第1課題），②
このfieldで，何が，何のために，誰によって，
どのような方法と価値づけで行われているか

（第2課題）の2点をあげ，それは演繹的方法
ではなく帰納的方法によるアプローチで行わ
れる必要があると指摘している。
　木原（2007：111）は，社会福祉学以外の
領域における「○○原論」の構成要素として，
①その学問領域の独自の概念，定義および全
体の輪郭としての体系，②その学問の根幹を
なす根本原理・哲学，③その学問の理論史と
背景の歴史をあげているが，先駆的に社会福
祉・ソーシャルワークを教えるアメリカやカ
ナダの大学において，いわゆる社会福祉原論
などの講義はないと述べている 31。それを踏
まえると「日本の社会福祉原論研究へのある
種のこだわりは，世界の社会福祉研究でみれ
ば特異なもの，ガラパゴス化した議論といわ

ざるを得ない」（木原2007：112）かもしれ
ない。一方で，木原（2007：112）はそれが
無意味でネガティブなものであるということ
ではなく，日本独自の福祉の議論が醸成され

「純正」が守られてきたという面を「ガラパ
ゴス化の効用」と表現している。
　また，岩崎（2011：ⅳ）が言うように社
会福祉は社会問題に対する政策的対応と実践
的対応の両面があるが，その2つを統合的に
理解するのか，分離して理解するのかについ
て，社会福祉原論研究あるいは学界において
通説を形成できていないという問題設定が今
日でも有効だとすれば，それは「社会福祉」
と「ソーシャルワーク」の関係をどう整理す
ることが可能かという問いを含んだものとい
える。
　この点について米本（2007：107）によれば，

「社会福祉・ソーシャルワークをめぐる議論
の二項対立的な展開」（社会政策／社会事業，
社会福祉制度・政策／社会福祉実践・技術，
ソーシャルポリシー／ソーシャルワーク）と
いう表現及びそれ自体が解明される必要があ
る論点であるという。
　ソーシャルワークのグローバル定義におい
てソーシャルワークは「専門職」であり「学
問」とされているが，その説明は日本の状況
とはかなり異なる。日本ではソーシャルワー
クは「社会福祉学を学問的基盤とする」とい
う認識がこれまでされてきた（社会福祉学を
基礎とするソーシャルワーク教育）。これは，
戦後に縦割りで整備されてきた社会福祉の法
制度に基づく対象ごとに生成されてきた「福
祉現場＝社会福祉のフィールド」が「ソーシャ
ルワークの実践場」となってきたこととも関
連する。
　もし「社会福祉」と「ソーシャルワーク」
を分離して理論的に整理・理解するとすれば，
ソーシャルワークは自らの手でその「実践場」
を開拓・確保する必要があると考えられ，そ
れが日本の現状と照らし合わせた場合にどの
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程度の「現実性」があるかは別途検討を要す
るテーマである。

6．おわりに

　今後，社会福祉士国家資格制度が「ソーシャ
ルワーカー養成教育」としてより相応しいも
のとなっていくことを視野に入れつつ，結論
を述べるならばソーシャルワーカー（の実践）
にとっての社会福祉の理論・歴史・政策群の
意義は，「社会問題としての生活問題／福祉
問題」とそれに対する対応・反応が鍵になる
と考える。それは，人びとの日常生活・社会
生活に発生する新旧双方の「ある現象」を社
会問題としてどう定義するか，いわば福祉問
題／生活問題が社会問題として存在するとい
う視点に関わるものである。
　つまり，問題解決は解決すべき対象の把
握（特定の視点＝社会福祉の立場から問題を
把握すること）から始まり，社会問題を自ら
の価値規範に基づいて言語化し（生活問題／
福祉問題として定義する），その解決にとっ
て現状の社会構造・制度が十分なものでない
ならば，それを批判的に捉えソーシャル・リ
フォームするためのアクションを起こすと
いった経路を辿るはずである。そのためには，
ソーシャルワーカー（の実践）にとっての社
会福祉の理論・歴史・政策群を「知っている」
だけでは十分ではなく，「批判できる」こと
に加え，「製作できる」「提言できる」ことが
求められるであろう。
　したがって，それらを実現するためのソー
シャルワーカー養成教育を構想するとすれ
ば，社会福祉の理論・歴史・政策群に関する
演習教育も可能性としてはあり得ることにな
る。社会福祉の理論・歴史・政策について単
なる（国家試験用の）知識としてではなく，
ソーシャルワーカー（の実践）のあり方を説
明する変数として教授され，これらの知識を
実践現場でどのように適用・応用するかにつ

いて演習形式で展開できる科目（ないしは講
義科目における演習授業）があれば，ソーシャ
ルワーカー養成教育にとっても有益と思われ
る。
　さらに「ソーシャルワークの理論・歴史・
政策」とのつながりを理論的に描くことがで
きれば，ソーシャルワーク実践との関係から
社会福祉の理論・歴史・政策を批判的に検討
できる可能性もある。
　最後にソーシャルワーカーにとっての社会
福祉の理論・歴史・政策の位置づけをめぐる
課題2点とソーシャルワーカー養成教育全体
に係る課題1点を述べて終えたい。
　第1に，批判的視点・思考の基礎としての
価値規範と政治の重要性である。現在の日本
におけるソーシャルワーカーとして社会福祉
士（及び精神保健福祉士）の業務，役割を含
む実践に不足があるならばそれを変えていか
なければならない（社会的地位・雇用環境も
含め）。それには所属組織のあり方，社会福
祉制度，社会の支配的な価値や常識／社会通
念とされている（されてきた）もの等を変革
する必要がある。それができるソーシャル
ワーカーを教育機関は養成しなければならな
い。
　その場合，あらためて社会福祉の価値規範
の教育のあり方（内容，教授法等）を検討す
ると同時に，（福祉）政治の重要性も養成教
育でしっかりとした位置づけが必要と考え
る。社会問題を捉えたとしても，政治や権力
構造に無関心なままでは「社会変革」「社会
開発」「人々のエンパワメントと解放」といっ
たソーシャルワーカーとして果たすべき役割

（ソーシャル・アクション／プラットホーム・
ビルダー等）を遂行できないのではないかと
危惧する 32。
　第2に，研究・教育・実践の相互関係の構
築である。社会福祉の理論・歴史・政策につ
いて教授すべき内容については，いくら増や
そうとも不足感が残る可能性がある（そして
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時間の制約もある）。そう考えると結局は知
識の活用の仕方が課題である。「学術成果→
教育科目→実践への影響」というルートが
翻って，「実践→教育科目→学術成果」への
影響というルートを作れるかという問題設定
になるとすれば「批判的視点・思考」の必要
性が浮き彫りになる。しかし，実践（者・現
場）は「知識の消費者」にとどまる可能性が
高いと思われることから，今後この点を検討
する余地はある。
　第3に，ソーシャルワーカーのコンピテン
シーの明確化である。「社会に対する説明責
任」という観点からみれば，社会福祉士国家
試験に合格するだけではそれを十分に果たせ
ているとはいえない。今後の社会福祉士養成
教育はソーシャルワーカーの持つべき価値規
範，それに基づき社会問題としての生活問題・
福祉問題へ介入・アクションする方法論等の
必要な基礎的コンピテンシーを明確化し，そ
れを身につけることができるような教育カリ
キュラムでならなければならない。
　つまり，知識のみならず技術にも含めた卒
業時到達目標と水準の設定，それらからみた
コンピテンシーの修得状況に関する評価シス
テムの構築が課題である。それがクリアされ
れば，新卒者へのOJTや職能団体による研
修プログラムとも連動した人材養成・育成の
標準モデルの提示が可能となるであろう。

＊ 本研究は，一般社団法人日本ソーシャル
ワーク教育学校連盟主催「第49回全国社
会福祉教育セミナー　in Aichi（於：日本
福祉大学美浜キャンパス）」（2019年11月
30日〜12月1日）における第4分科会「理
論・歴史・政策にも強いソーシャルワーカー
の養成」における発題資料に大幅な加筆修
正を行ったものである。

学』（2007：28-31）や日本学術会議社会学委
員会社会福祉学分野の参照基準検討分科会

（2015）による説明があげられる。
2 一番ヶ瀬康子は，社会福祉学について次のよ

うに述べている。「社会福祉学への志向は，当
初社会事業に従事する従事者養成の教育機関
からはじまった。…略…社会事業は，20世紀
にはいって，それまでの生活困窮者への活動
であった慈善，慈善事業を克服し，科学的，
計画的な特質をもった組織的活動として成立
した」（一番ヶ瀬1971：7）。

　　また「明らかにしておく必要があることは，
実践と単なる実用的行為とはことなるという
点である。社会福祉においては，しばしば現
場における実用的行為のみが安易に実践であ
ると考えられがちであるが，それは実践とい
う用語の矮小化である。実践とはたんなる行
為ではなく，人間性の全面的開花を目ざした
目的志向的な行為である。その意味で本来的
な研究行為もまた実践である。つまり，その
次元にたてば実践的研究行為と実践的現場行
為あるいは研究実践と現場実践がある」（一
番ヶ瀬1971：79）。

　　あるいは「社会福祉学は，いわば実践的視
点を前提とした政策批判・形成の学という意
味で，政策学あるいは論である」（一番ヶ瀬
1971：64）。

3 一般社団法人日本社会福祉士養成校協会
（2017：12-13）を参照。
4 「Ⅰ群：社会福祉学」「Ⅱ群：社会福祉専門職

の基本に関わる実践能力」「Ⅲ群：理論的・計
画的なソーシャルワークの展開能力」「Ⅳ群：
多様な利用者へのソーシャルワークの展開能
力」「Ⅴ群：実践環境に対応したソーシャルワー
クの展開能力」「Ⅵ群：実践の中で研鑽・研究
できる能力」の6群から構成されている（社団
法人日本社会福祉教育学校連盟2012）。

5 このような用法で論を展開することは，筆者
が「社会福祉士養成教育カリキュラムがソー
シャルワーカー養成教育として十分なもので
ある」と認識していることを意味するもので
はない。「ソーシャルワーカーのための国家資
格」として相応しいものとするためには，社
会福祉士及び介護福祉士法の改正も含め，養
成教育カリキュラムのさらなる見直しが不可
欠であるという立場である。ただし，本研究
を進める上では具体的な検討対象が必要であ
ることや社会通念上の認識を踏まえた上で社

注
1 例としては『エンサイクロペディア社会福祉
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制度に新たに共生型サービスを位置づけた。
これにより，介護保険又は障害福祉のいずれ
かの指定を受けている事業所がもう一方の制
度における指定も受けやすくなった（平成29
年6月2日公布，平成30年4月1日施行）。

14 その具体的な方策として医療福祉の専門職資
格における「共通基礎課程の創設」が検討さ
れている。

15 厚生労働省政策統括官付社会保障担当参事官
室　第1回「我が事・丸ごと」地域共生社会実
現本部資料「資料2　地域包括ケアの深化・地
域共生社会の実現」（平成28年7月15日）参照。

16 地域共生社会の実現に必要な体制構築におい
て求められるソーシャルワーク機能として「複
合化・複雑化した課題を受け止める多機関の
協働による包括的な相談支援体制を構築する
ために求められるソーシャルワークの機能」
と「地域住民等が主体的に地域課題を把握し，
解決を試みる体制を構築するために求められ
るソーシャルワークの機能」で計24機能が列
挙されている（社会保障審議会福祉部会福祉
人材確保専門委員会2018：6-7）。

17 通知「社会福祉法人による「地域における公
益的な取組」の推進について」平成30年1月23
日　厚生労働省社援基発0123第1号による。

18 2017（平成29）年4月1日，従来の「日本社会
福祉士養成校協会」「日本精神保健福祉士養成
校協会」「日本社会福祉教育学校連盟」の三団
体が合併して誕生したソーシャルワーク教育
学校から構成される教育団体である。

19 例えば「社会的孤立」「性的マイノリティ」
「8050」「ヤングケアラー」「外国人労働者」等
のキーワードに関係する事象をあげることが
できる。

20 今回の社会福祉士養成課程における教育内容
等の見直しは，厚生労働省内に作業チームが
設置され第1回（平成30年8月1日）から第9回（平
成31年3月27日）までの期間で検討作業が行わ
れた。その後，厚生労働省内での各種調整を
経て新カリキュラム（案）が公表された。

21 新カリキュラムに基づく国家試験は2024（令
和6年）年度から実施される予定である。

22 「社会福祉調査の基礎」（30時間），「ソーシャ
ルワークの基盤と専門職」（30時間），「ソーシャ
ルワークの理論と方法」（60時間），「刑事司法
と福祉」（30時間），「ソーシャルワーク演習」（30
時間）の5科目である。

23 通知「社会福祉士及び介護福祉士法第7条第1

会福祉士国家資格制度を素材としている。
6 「日本における展開」については4つの重点内

容があるが詳細は日本ソーシャルワーカー連
盟（JFSW）ホームページを参照。

7 1987年3月に中央社会福祉審議会企画分科会，
身体障碍者福祉審議会企画分科会及び中央児
童福祉審議会企画部会小委員会合同会議より
出された「福祉関係者の資格制度について（意
見具申）」では，「2資格制度の法制化の必要性」
の「（2）国際化と福祉専門家の養成」において，
1986年に東京で開催された国際社会福祉会議
を踏まえ，「世界に類を見ない高齢化への道を
歩んでいる我が国においては特段の資格制度
がないことから，福祉専門家の養成にたちお
くれているという印象を与えており，国際的
に見ても資格制度の確立が望まれる」とある。
他の背景としては「高齢化の進展」があげら
れる。

8 そのような認識は「日本型福祉社会論」にお
いて主張され，1980年代の「活力ある福祉社会」
論へと継承された。

9 厚生労働省社会・援護局福祉基盤課福祉人材
確保対策室（2007）「（案）平成19年度社会福
祉士及び介護福祉士養成課程における教育内
容等の見直しについて」より。

10 社会保障審議会福祉人材確保専門員会（2018）
『ソーシャルワーク専門職である社会福祉士に
求められる役割等について』における表現で
ある。

11 厚生労働省「我が事・丸ごと」地域共生社会
実現本部「『地域共生社会』の実現に向けて（当
面の改革工程）」（平成29年2月7日）による。

12 複合化した課題を抱える個人や世帯に対する
支援や「制度の狭間」の問題など，既存の制
度による解決が困難な課題の解決を図るため，
地域住民による支え合いと公的支援が連動し
た包括的な支援体制の構築を目指し，地域包
括ケアシステムの強化のための介護保険法等
の一部を改正する法律により社会福祉法が改
正された（平成29年6月2日公布，平成30年4月
1日施行）。これに関連し，地域における住民
主体の課題解決力強化・相談支援体制の在り
方に関する検討会報告書（2017）も公表され
ている。

13 高齢者と障害児者が同一の事業所でサービス
を受けやすくするため，地域包括ケアシステ
ムの強化のための介護保険法等の一部を改正
する法律により，介護保険と障害福祉両方の
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号に規定する社会福祉に関する科目等の読替
の範囲について」平成20年3月28日厚生労働省
社援発第0328005号．

24 通知「社会福祉士養成施設等における授業科
目の目標及び内容並びに介護福祉士養成施設
等における授業科目の目標及び内容ついて」
昭和63年2月12日社庶第26号　最終改定　平成
11年11月11日社援第2667号より。

25 池田（2005）は旧カリキュラムの「社会福祉
原論」における「現代社会」という表現によ
る「福祉理念」の時代的制約を前提としてい
る点を批判している。

26 厚生労働省社会・援護局福祉基盤課福祉人材
確保対策室（2007）「（案）平成19年度社会福
祉士及び介護福祉士養成課程における教育内
容等の見直しについて」より。

27 社団法人日本社会福祉士養成校協会（2014：
44-75）より抜粋している。

28 この点については大友・永岡（2013）が詳しい。
29 厚生労働省社会・援護局福祉基盤課福祉人材

確保対策室（2019）「社会福祉士養成課程のカ
リキュラム（案）」より。

30 この点に関連し，三島は次のように指摘して
いる。「アカデミックな場においても，社会福
祉学は市民権を得ることができなかった。既
存の学問理論を集成すると新しい学問が成立
するという保証はどこにもなく，既存の学問
からは冷たい視線を投げかけられる。諸学問
からの無頓着な理論の流入で成り立つ社会福
祉学とは，結局二番煎じにすぎず，学問や科
学と呼ぶに値しないと見なされた。もろく，
傷つきやすい社会福祉学。このことは，社会
福祉学が誕生した頃から常に口にされてきた
ものである。」（三島2007：ⅲ）。筆者もほぼ同
様の認識を持っている。

31 社会福祉学の「原論」をめぐってはパラダイ
ムといえる理論が確立されているとは言い難
いのが現状である。多数の「人名理論」が存
在し，その中でも「岡村理論」「孝橋理論」は
理論体系の完成度からみて，他の諸理論を凌
駕していると思われるが，それら2つの理論も

「社会福祉学のパラダイム」とは言えない。そ
の意味では「私論」や「試論」という面がある。
一方，ソーシャルワーク理論において人名理
論はほとんどみられない。詳細は米本（2012）
を参照。

32 この点について最近出版された関連する書籍
として鶴・藤田・石川・高端（2019），井出・

柏木・加藤・中島（2019）がある。
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